
人事委員会規則

�愛媛県規則第４号
愛媛県予算の編成及び執行に関する規則及び特別職の職員

の期末手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県予算の編成及び執行に関する規則及び特別職の

職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部改正）

第１条 愛媛県予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年

愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

様式第４号２��ニ１の表中「調整手当」を「地域手当」
に改め、同様式２��ニ２�の表中
「 普通昇給に伴う

増加分

昇給期間短縮に

伴う増加分

を

」

「
昇給に伴う増加

分
に

」

改め、同様式２��ニ２�注中１を削り、２を１とし、３を
２とする。

（特別職の職員の期末手当に関する規則の一部改正）

第２条 特別職の職員の期末手当に関する規則（平成２年愛

媛県規則第５７号）の一部を次のように改正する。

第２条の見出し及び同条第１項中「４級」を「３級」に

改める。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則２－１９
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に

伴う関係人事委員会規則の整理等に関する規則を次のように

定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施

行に伴う関係人事委員会規則の整理等に関する規則

（愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する

規則の一部改正）

第１条 愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関

する規則（愛媛県人事委員会規則２－１）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第６号中「４級」を「２級」に改める。

（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）

第２条 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員

会規則６－５）の一部を次のように改正する。

第３条中「１１級」及び「１０級」を「９級」に、「なお」

を「この場合において」に改める。

第６条第１号中「行政職群３級」を「行政職群２級」に

改める。

第１５条第２項第１号ア中「の職」の下に「のうち相当高

度の知識又は経験を必要とする業務を行う職以外の職」を

加え、同号イ中「２級の」を「１級の職のうち相当高度の

知識又は経験を必要とする業務を行う」に改める。

第２４条第３号ただし書中「５級」を「３級」に改める。

第２５条第１項中「から４級まで」を削り、「５級」を「

４級」に改める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

行政職群級別職務区分表

職務の級区分 部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

１級 管理者の事務部局 定型的な業務を行う主事又は技師

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を

行う主事又は技師

主任主事

主任技師

３級 係長

担当係長

主任

事業所の出張所長

４級 専門員（４級）

５級 課長補佐
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技術課長補佐

課付（５級）

事業所の課長

専門員（５級）

中央病院経営企画室長補佐

三島病院事務局次長

南宇和病院事務局次長

６級 本局課長

技幹

副参事

局付（６級）

課付（６級）

発電所長

管理事務所長

病院の事務局長（中央病院事務局長、今

治病院事務局長及び新居浜病院事務局長

を除く。）

中央病院事務局次長

中央病院経営企画室長

７級 参事

局付（７級）

８級 局付（８級）

今治病院事務局長

新居浜病院事務局長

９級 局長

中央病院事務局長

備考 知事の事務部局、人事委員会の事務部局、議会の

事務部局、監査委員の事務部局、教育委員会の事務

部局及び警察の事務部局にあつては、職員の初任給

、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－４３。以下「初任給規則」という。）別表第１０

１ 行政職給料表級別職務区分表の例による。

別表第５医療職群�級別職務区分表３級の項職務の級区
分欄の級に含まれる職の欄中「主査」を「主任（３級）」

に改め、同表４級の項同欄中「主任」を「主任（４級）」

に改める。

別表第６医療職群�級別職務区分表３級の項職務の級区
分欄の級に含まれる職の欄中「主査」を「主任（３級）」

に改め、同表４級の項同欄中「主任」を「主任（４級）」

に改める。

別表第８採用試験の部職員採用候補者（初級）試験の項

試験の対象となる職又は階級の欄中「の職」の下に「のう

ち相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職以外

の職」を加え、同部職員採用候補者（上級）試験の項同欄

１及び同部少年補導職員採用候補者試験の項同欄中「２級

の」を「１級の職のうち相当高度の知識又は経験を必要と

する業務を行う」に改め、同部職員採用候補者（資格免許

職）試験の項同欄１中「及び２級」を削る。

別表第１４職群別級別選考基準表中

「 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級

※ ※ １年 ２年 ２年 ２年 ２年 １年 １年

※ ２年 １年 １年 ２年 ２年 ２年 １年
を

」

「 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

４年 ３年 ２年 ２年 ２年 １年 １年

※ ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 １年
に改め、同表

」

備考２中「公安職群の４級」を「、公安職群の４級」に改

め、「、同項職務の級５級の欄の規定は公安職群の５級の

職のうち警部補又は警部の階級に在級する者に係るものに

ついて」を削り、同表備考４中「並びに」を「及び」に改

め、「及び公安職群の５級の職（警部補又は警部の階級に

在級する者に係る職を除く。）」を削る。

（公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正）

第３条 公益法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則６－１５９）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「又はその日から１年以内の初任給等規

則第２９条に定める昇給の時期」を「及びその日後における

最初の昇給日（初任給等規則第２７条に規定する昇給日をい

う。）又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、

又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後

の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「号給を調整

する」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「給料月

額の調整等」を「号給の調整」に、「前２項」を「前項」

に、「これら」を「同項」に、「給料月額を調整し、又は

昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め、同項

を同条第２項とする。

第８条第１項中「給料月額に」を「号給に」に、「給料

月額等」を「号給等」に改め、同条第２項を削り、同条第

３項中「第１項」を「前項」に改め、同項を同条第２項と

する。

（一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正）

第４条 一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則６－１６２）の一部を次のように改正する。

第６条の見出し中「給料月額の決定等」を「号給の決定

」に改め、同条中「給料月額及びこれに係る次期昇給予定

の時期は」を「号給は」に、「給料月額及びこれに係る次

期昇給予定の時期の」を「号給を超えない」に改める。

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第５条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員

会規則７－０）の一部を次のように改正する。

第１１条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第１９条（見出しを含む。）中「、調整手当」を「、地域

手当」に改める。

様式第３号中「調整手当」を「地域手当」に改める。

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第６条 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

第１５条第２項の表職務の級の欄中「６級」を「４級」に

改める。

（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正

）

第７条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する

。

第５条第３項中「、調整手当」を「、地域手当」に改め

る。

様式第５号及び様式第９号中

「
調 整 手 当 を

「
地 域 手 当 に改め

」 」

る。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号外１
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に関する規則の一部改正）

第８条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－７１４）の一

部を次のように改正する。

第３条第１項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

（職員の修学部分休業に関する規則及び職員の高齢者部分

休業に関する規則の一部改正）

第９条 次に掲げる規則の規定中「、調整手当」を「、地域

手当」に改める。

� 職員の修学部分休業に関する規則（愛媛県人事委員会

規則１２－５０）第５条

� 職員の高齢者部分休業に関する規則（愛媛県人事委員

会規則１２－５１）第５条

（特別昇給定数の臨時特例に関する規則等の廃止）

第１０条 次に掲げる規則は、廃止する。

� 特別昇給定数の臨時特例に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－１７１）

� 昇格の場合の号給の特例に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－４２０）

� 特定の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける

職員の給料の切替え等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－７５７）

� 職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受

ける職員の給料の切替え等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－１０１４）

� 昇格又は降格の特例に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－１０１５）

� 平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に

関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０１６）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

１７年愛媛県条例第８８号。以下「改正条例」という。）附則

第２項の規定によりその者の平成１８年４月１日（以下「切

替日」という。）における職務の級を定められた職員のう

ち、次の各号に掲げる職員に対する第２条の規定による改

正後の職員の採用及び昇任に関する規則別表第１４職群別級

別選考基準表の適用については、当該各号に定める期間を

、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する

期間に通算する。

� 切替日の前日においてその者が属していた職務の級（

以下この項において「旧級」という。）が行政職群の５

級又は公安職群の５級であった職員 旧級及び旧級の１

級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職して

いた期間

� 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日ま

で引き続き在職していた期間

３ この規則の施行の際現にある第５条の規定による改正前

の職員の給与の支給等に関する規則様式第３号並びに第７

条の規定による改正前の愛媛県職員の退職手当の支給等に

関する規則様式第５号及び様式第９号の規定による書類の

用紙は、当分の間、これらを訂正して使用することができ

る。

�愛媛県人事委員会規則７－１０２１
職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則を次のように定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

（職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え）

第１条 平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号

。以下「職員給与条例」という。）別表第１から別表第５までの給料表又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県

条例第３０号。以下「教育職員給与条例」という。）別表第１若しくは別表第２の給料表に定める職務の級における最高の号

給を超える給料月額（教育職員給与条例別表第１の備考又は別表第２の備考の規定の適用を受ける職員にあっては、これら

の規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この条において同じ。）を受けていた職員の切替日における号給（以

下「新号給」という。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

� 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額（以下「旧給料月額」という。）が切替日の前日においてその者が

属していた職務の級（以下「旧級」という。）に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及

びその者が旧給料月額を受けていた期間（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期

間」という。）に応じて別表に定める号給

� 旧級が行政職給料表の１級である職員 人事委員会の定める号給

� 前２号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第５条第４項の規定による給料月額の切替え）

第２条 切替日の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）第５条第４項の規

定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額（以下「新給料月額」という。）は、次の式により算定した

額とする。
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１０万１千円×
その者の旧給料月額－８６万８千円

＋８１万２千円
１０万８千円

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第３項の規定による給料月額の切替え）

第３条 切替日の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）第７条第３項の規定

による給料月額を受けていた職員の新給料月額は、次の式により算定した額とする。

１２万４千円×
その者の旧給料月額－９１万１千円

＋８５万２千円
１３万２千円

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

別表

１ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

３６５，４００ ８５ ８５ ８６ ８６ ８７

３６７，６００ ８７ ８７ ８８ ８８ ８９

３６９，８００ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３

３７２，０００ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７

４ 級 ３７４，２００ ９７ ９８ ９９ １００ １０１

３７６，４００ １０１ １０２ １０３ １０４ １０５

３７８，６００ １０５ １０６ １０７ １０８ １０９

３８０，８００ １０９ １０９ １１０ １１０ １１１

３８３，０００ １１１ １１１ １１２ １１２ １１３

５ 級 ３８３，０００ １０９ １１０ １１１ １１２ １１３

６ 級 ４１８，７００ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３

７ 級
４２９，２００ ７７ ７８ ７９ ８０ ８１

４３２，７００ ８１ ８２ ８３ ８４ ８５

８ 級
４５３，２００ ６９ ７０ ７１ ７２ ７３

４５６，８００ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７

９ 級
４８９，４００ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７

４９３，５００ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１

１０ 級
５１３，０００ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１

５１７，４００ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５

１１ 級 ５８０，３００ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１

２ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

３ 級 ４１７，２００ １３７ １３８ １３９ １４０ １４１

４２８，２００ １０９ １１０ １１１ １１２ １１３

４ 級
４３１，０００ １１３ １１４ １１５ １１６ １１７

４３３，８００ １１７ １１８ １１９ １２０ １２１

４３６，６００ １２１ １２２ １２３ １２４ １２５

５ 級
４３４，３００ １１７ １１８ １１９ １２０ １２１

４３７，３００ １２１ １２２ １２３ １２４ １２５

６ 級 ４５７，３００ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３
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７ 級
４６５，８００ ７７ ７８ ７９ ８０ ８１

４６９，３００ ８１ ８２ ８３ ８４ ８５

８ 級
４８７，０００ ６９ ７０ ７１ ７２ ７３

４９０，６００ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７

９ 級
５００，９００ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７

５０４，８００ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１

１０ 級
５２２，０００ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１

５２６，２００ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５

３ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

２ 級
３７１，７００ １１３ １１４ １１５ １１６ １１７

３７４，４００ １１７ １１８ １１９ １２０ １２１

５ 級 ５７９，９００ ６９ ７０ ７１ ７２ ７３

４ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

２ 級
５１５，８００ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３

５１９，２００ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７

３ 級
５７２，０００ ８１ ８２ ８３ ８４ ８５

５７６，１００ ８５ ８６ ８７ ８８ ８９

４ 級
６０４，９００ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１

６０９，５００ ６１ ６２ ６３ ６４ ６５

５ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

４ 級 ３８６，９００ １０１ １０２ １０３ １０４ １０５

５ 級 ４２４，９００ ８１ ８２ ８３ ８４ ８５

７ 級 ４９１，６００ ４９ ５０ ５１ ５２ ５３

６ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

１ 級
３２１，０００ １６１ １６２ １６３ １６４ １６５

３２２，８００ １６５ １６６ １６７ １６８ １６９

２ 級 ３６９，６００ １４９ １５０ １５１ １５２ １５３

３ 級 ３９６，６００ １２１ １２２ １２３ １２４ １２５

４ 級
４０８，６００ １０５ １０６ １０７ １０８ １０９

４１１，０００ １０９ １１０ １１１ １１２ １１３

４２８，９００ ８５ ８６ ８７ ８８ ８９
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�愛媛県人事委員会規則７－１０２２
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改

正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

第９条第１号ア中「５級」を「３級」に改める。

第１３条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第

１項中「給料月額」を「号給」に、「第２２条第１項第１号か

ら第３号まで若しくは第２項第１号から第３号まで又は第２３

条第１項第１号若しくは第２号」を「第２２条第１項又は第２３

条第１項」に改め、同条第２項中「給料月額」を「号給」に

改める。

第１５条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第

１項中「給料月額」を「号給」に、「１８月（第１号、第２号

又は第４号に掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち５

年までの年数及び第３号又は第５号に掲げる者で必要経験年

数が５年未満の年数とされている職務の級に決定されたもの

の当該各号に定める経験年数のうち５年から当該必要経験年

数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については

、１２月）」を「１２月（その者の経験年数のうち５年を超える

経験年数（第３号又は第５号に掲げる者で必要経験年数が５

年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつ

ては、当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経

験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定め

るものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他

の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を

除く。）の月数にあつては、１８月）」に改め、「数）」の下

に「に４を乗じて得た数」を、「とする号給」の下に「（人

事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に３を超えな

い範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とす

る号給）」を加え、同項ただし書を削る。

第２２条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第

１項を次のように改める。

職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者

に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日

に受けていた号給に対応する別表第３３に定める昇格時号給

対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

第２２条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」

に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を削り、同条第

５項中「前各項の規定による」を「前２項の規定による」に

、「給料月額」を「号給」に、「前各項の規定にかかわらず

」を「これらの規定にかかわらず」に改め、同項を同条第３

項とし、同条に次の１項を加える。

４ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけ

るその者の号給は、前３項の規定にかかわらず、人事委員

会の定める号給とする。

第２２条第６項及び第７項を削る。

第２３条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第

１項を次のように改める。

職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格し

た日の前日に受けていた号給と同じ額の号給（同じ額の号

５ 級
４３１，４００ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３

７ 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円
４ 級 ５９２，８００ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７

８ 中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

２ 級
４４３，２００ １４１ １４２ １４３ １４４ １４５

４４５，６００ １４５ １４６ １４７ １４８ １４９

９ 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
１２月未満

１２月以上

円

２ 級
４５７，０００ １２９ １３０ １３１ １３２ １３３

４５９，８００ １３３ １３４ １３５ １３６ １３７
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給がないときは、直近下位の額の号給）とする。

第２３条第３項中「による職員の給料月額が部内の他の職員

との均衡を著しく失すると認めるときは」を「により職員の

号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合

には」に、「給料月額」を「号給」に改め、同条第４項中「

給料月額」を「号給」に、「第１項各号」を「第１項」に改

める。

第２６条を次のように改める。

第２６条 削除

第３６条の２の見出し中「給料月額の調整等」を「号給の調

整」に改め、同条第１項中「（以下「調整期間」という。）

」を削り、「又は復職等の日から１年以内の第２９条に定める

昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し

、又は調整期間の範囲内でその者の復職等の日の翌日以後の

最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「及び復職等の日

後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会

の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を

調整する」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「給料

月額の調整等」を「号給の調整」に、「前２項」を「前項」

に、「これら」を「同項」に、「給料月額を調整し、又は昇

給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め、同項を同

条第２項とする。

別表第１ ２級の項を削り、同表３級の項職務の級の欄中

「３級」を「２級」に改め、同表４級の項を削り、同表５級

の項同欄中「５級」を「３級」に改め、同表６級の項同欄中

「６級」を「４級」に改め、同表７級の項同欄中「７級」を

「５級」に改め、同表８級の項同欄中「８級」を「６級」に

改め、同表９級の項同欄中「９級」を「７級」に改め、同表

１０級の項同欄中「１０級」を「８級」に改め、同表１１級の項同

欄中「１１級」を「９級」に改める。

別表第２ ２級の項標準的な職務の欄１中「１種主任」を

「主任」に改め、同表３級の項、４級の項及び５級の項を次

のように改める。

３級 １ 係長の職務
２ 高度の知識又は経験を必要とする主任又は巡
査長の職務

４級 １ 高度の知識又は経験を必要とする係長の職務
２ 特に高度の知識又は経験を必要とする主任の
職務

５級 １ 課長補佐の職務
２ 特に高度の知識又は経験を必要とする係長の
職務

別表第２ ６級の項を削り、同表７級の項職務の級の欄中

「７級」を「６級」に改め、同表８級の項同欄中「８級」を

「７級」に改め、同表９級の項同欄中「９級」を「８級」に

改め、同表１０級の項同欄中「１０級」を「９級」に改める。

別表第５ ３級の項標準的な職務の欄中「主査」を「主任

」に改める。

別表第６ ３級の項標準的な職務の欄中「主査」を「主任

」に改め、同表４級の項同欄中「、看護長又は主任」を「又

は看護長」に改める。

別表第１０ １ 行政職給料表級別職務区分表２級の部を削

り、同表３級の部職務の級区分の欄中「３級」を「２級」に

改め、同表４級の部を削り、同表５級の部同欄及び同部職務

の級区分欄の級に含まれる職の欄中「５級」を「３級」に改

め、同表６級の部職務の級区分の欄及び同部職務の級区分欄

の級に含まれる職の欄中「６級」を「４級」に改め、同表７

級の部職務の級区分の欄及び同部職務の級区分欄の級に含ま

れる職の欄中「７級」を「５級」に改め、同表８級の部職務

の級区分の欄及び同部職務の級区分欄の級に含まれる職の欄

中「８級」を「６級」に改め、同表９級の部職務の級区分の

欄及び同部職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「９級」

を「７級」に改め、同表１０級の部職務の級区分の欄及び同部

職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「１０級」を「８級」

に改め、同表１１級の部職務の級区分の欄中「１１級」を「９級

」に改める。

別表第１０ ２ 公安職給料表級別職務区分表２級の項職務

の級区分欄の級に含まれる職の欄中「１種主任」を「主任（

２級）」に改め、同表３級の項同欄中「１種係長」を「係長

（３級）」に、「２種主任」を「主任（３級）」に改め、同

表４級の項同欄中「２種係長」を「係長（４級）」に、「３

種主任」を「主任（４級）」に改め、同表５級の項を削り、

同表６級の項職務の級区分の欄中「６級」を「５級」に改め

、同項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「専任課長補

佐（６級）」を「課長補佐（５級）」に、「４種係長」を「

係長（５級）」に改め、同表７級の項職務の級区分の欄及び

同項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「７級」を「６

級」に改め、同表８級の項職務の級区分の欄及び同項職務の

級区分欄の級に含まれる職の欄中「８級」を「７級」に改め

、同表９級の項職務の級区分の欄及び同項職務の級区分欄の

級に含まれる職の欄中「９級」を「８級」に改め、同表１０級

の項職務の級区分の欄及び同項職務の級区分欄の級に含まれ

る職の欄中「１０級」を「９級」に改める。

別表第１０ ５ 医療職給料表�級別職務区分表２級の部知
事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「

相当高度」を「高度」に改め、同表３級の部知事の事務部局

の項同欄中「主査」を「主任（３級）」に改め、同表４級の

部知事の事務部局の項同欄中
「科長

を
「科長

に
主任」 主任（４級）」

改める。

別表第１０ ６ 医療職給料表�級別職務区分表２級の部知
事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「

相当高度」を「高度」に改め、同表３級の部知事の事務部局

の項同欄中「主査」を「主任（３級）」に改め、同表４級の

部知事の事務部局の項同欄中
「看護長

を
「看護長

主任 」 主任（４級）」

に改める。

別表第１１職務の級の欄を次のように改める。

職務の級

１ 級 ２ 級

３

０ ３

５．５

０ ６
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８

０ ８

９

３ １２

別表第１２職務の級５級の欄を削る。

別表第２３初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

１級２５号給

１級１５号給

１級５号給

１級１号給

１級２５号給

１級９号給

１級５号給

１級１号給

１級２９号給

１級１９号給

１級９号給

別表第２４初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

３級１号給

２級３号給

１級１号給

別表第２４備考中「卒業者」の下に「その他部内の他の職員

との均衡上特に必要があると認められる者」を加える。

別表第２５初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

１級２５号給

１級１５号給

１級５号給

１級１号給

別表第２６初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

１級３７号給

１級１３号給

１級１号給

別表第２７初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

２級１号給

２級１３号給

２級９号給

２級１号給

２級１号給

１級１７号給

１級１１号給

２級１号給

１級１７号給

２級１号給

１級１１号給

２級１号給

１級１１号給

２級１号給

１級１７号給

２級１号給

１級１７号給

２級１号給

１級１７号給

２級１号給

１級１７号給

１級１１号給

１級７号給

１級１１号給

１級１号給

１級１７号給

１級１１号給

１級１号給

１級１１号給

１級１号給

別表第２８初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

２級１１号給

２級５号給

２級５号給

２級１号給

１級１号給

別表第２８備考３中「２級５号給」を「２級１３号給」に、「

２級４号給」を「２級９号給」に改める。

別表第２９初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

２級４１号給

２級２５号給

２級１３号給

２級３号給

１級２１号給
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１級１１号給

１級１号給

別表第３０初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

２級２９号給

２級１３号給

２級１号給

１級１１号給

１級２１号給

１級１１号給

１級１号給

別表第３１初任給の欄を次のように改める。

初 任 給

１級３７号給

１級３１号給

１級１３号給

１級１号給

別表第３２備考１を削り、同表備考２を同表備考とする。

別表第３３を次のように改める。
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別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １ １ １

１０ １ １ １ ２ ２ １ １ １

１１ １ １ １ ３ ３ １ １ １

１２ １ １ １ ４ ４ １ １ １

１３ １ １ １ ５ ５ １ １ １

１４ １ １ １ ６ ６ ２ ２ １

１５ １ １ １ ７ ７ ３ ３ １

１６ １ １ １ ８ ８ ４ ４ １

１７ １ １ １ ９ ９ ５ ５ １

１８ １ ２ ２ １０ １０ ６ ６ ２

１９ １ ３ ３ １１ １１ ７ ７ ３

２０ １ ４ ４ １２ １２ ８ ８ ４

２１ １ ５ ５ １３ １３ ９ ９ ５

２２ １ ６ ６ １４ １４ １０ １０ ６

２３ １ ７ ７ １５ １５ １１ １１ ７

２４ １ ８ ８ １６ １６ １２ １２ ８

２５ １ ９ ９ １７ １７ １３ １３ ９

２６ １ １０ １０ １８ １８ １４ １４ １０

２７ １ １１ １１ １９ １９ １５ １５ １１

２８ １ １２ １２ ２０ ２０ １６ １６ １２

２９ １ １３ １３ ２１ ２１ １７ １７ １３

３０ １ １４ １４ ２２ ２２ １８ １８ １３

３１ １ １５ １５ ２３ ２３ １９ １９ １３

３２ １ １６ １６ ２４ ２４ ２０ ２０ １３

３３ １ １７ １７ ２５ ２５ ２１ ２１ １４

３４ ２ １８ １８ ２６ ２６ ２１ ２２ １４

３５ ３ １９ １９ ２７ ２７ ２２ ２３ １４

３６ ４ ２０ ２０ ２８ ２８ ２２ ２４ １４

３７ ５ ２１ ２１ ２９ ２９ ２３ ２５ １５

３８ ６ ２２ ２２ ３０ ３０ ２３ ２５ １５

３９ ７ ２３ ２３ ３１ ３１ ２４ ２６ １５
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４０ ８ ２４ ２４ ３２ ３２ ２４ ２６ １５

４１ ９ ２５ ２５ ３３ ３３ ２５ ２７ １６

４２ １０ ２６ ２６ ３４ ３４ ２５ ２７ １６

４３ １１ ２７ ２７ ３５ ３５ ２６ ２８ １６

４４ １２ ２８ ２８ ３６ ３６ ２６ ２８ １６

４５ １３ ２９ ２９ ３７ ３７ ２７ ２９ １７

４６ １４ ３０ ３０ ３８ ３８ ２７ ２９

４７ １５ ３１ ３１ ３９ ３９ ２８ ３０

４８ １６ ３２ ３２ ４０ ４０ ２８ ３０

４９ １７ ３３ ３３ ４１ ４１ ２９ ３１

５０ １８ ３４ ３４ ４２ ４１ ２９ ３１

５１ １９ ３５ ３５ ４３ ４２ ２９ ３２

５２ ２０ ３６ ３６ ４４ ４２ ３０ ３２

５３ ２１ ３７ ３７ ４５ ４３ ３０ ３３

５４ ２２ ３８ ３８ ４６ ４３ ３０ ３３

５５ ２３ ３９ ３９ ４７ ４４ ３１ ３４

５６ ２４ ４０ ４０ ４８ ４４ ３１ ３４

５７ ２５ ４１ ４１ ４９ ４５ ３１ ３５

５８ ２５ ４１ ４２ ５０ ４５ ３２ ３５

５９ ２６ ４２ ４３ ５１ ４６ ３２ ３６

６０ ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３２ ３６

６１ ２７ ４３ ４５ ５３ ４７ ３３ ３７

６２ ２７ ４３ ４５ ５４ ４７ ３３

６３ ２８ ４４ ４５ ５５ ４８ ３４

６４ ２８ ４４ ４６ ５６ ４８ ３４

６５ ２９ ４５ ４６ ５７ ４９ ３５

６６ ２９ ４５ ４６ ５８ ４９ ３５

６７ ３０ ４６ ４７ ５９ ５０ ３６

６８ ３０ ４６ ４７ ６０ ５０ ３６

６９ ３１ ４７ ４７ ６１ ５１ ３７

７０ ３１ ４７ ４８ ６２ ５１ ３７

７１ ３２ ４８ ４８ ６３ ５２ ３８

７２ ３２ ４８ ４８ ６４ ５２ ３８

７３ ３３ ４９ ４９ ６５ ５３ ３９

７４ ３３ ４９ ４９ ６６ ５４ ３９

７５ ３４ ４９ ４９ ６７ ５５ ４０

７６ ３４ ４９ ５０ ６８ ５６ ４０

７７ ３５ ５０ ５０ ６９ ５７ ４１

７８ ３５ ５０ ５０ ７０ ５８

７９ ３６ ５０ ５１ ７１ ５９

８０ ３６ ５０ ５１ ７２ ６０

８１ ３７ ５１ ５１ ７３ ６１

８２ ３７ ５１ ５２ ７４ ６２

８３ ３８ ５１ ５２ ７５ ６３
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８４ ３８ ５１ ５２ ７６ ６４

８５ ３９ ５２ ５３ ７７ ６５

８６ ３９ ５２ ５３ ７８

８７ ４０ ５２ ５３ ７９

８８ ４０ ５２ ５３ ８０

８９ ４１ ５３ ５４ ８１

９０ ４１ ５３ ５４ ８２

９１ ４２ ５３ ５４ ８３

９２ ４２ ５３ ５４ ８４

９３ ４３ ５３ ５５ ８５

９４ ５４ ５５

９５ ５４ ５５

９６ ５４ ５５

９７ ５４ ５６

９８ ５４ ５６

９９ ５５ ５６

１００ ５５ ５６

１０１ ５５ ５７

１０２ ５５ ５７

１０３ ５５ ５８

１０４ ５６ ５８

１０５ ５６ ５９

１０６ ５６ ５９

１０７ ５６ ６０

１０８ ５６ ６０

１０９ ５７ ６１

１１０ ５７ ６１

１１１ ５７ ６２

１１２ ５７ ６２

１１３ ５８ ６３

１１４ ５８

１１５ ５８

１１６ ５８

１１７ ５９

１１８ ５９

１１９ ５９

１２０ ５９

１２１ ６０

１２２ ６０

１２３ ６０

１２４ ６０

１２５ ６１
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２ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １ １ １

１０ ２ １ １ １ ２ ２ １ １

１１ ３ １ １ １ ３ ３ １ １

１２ ４ １ １ １ ４ ４ １ １

１３ ５ １ １ １ ５ ５ １ １

１４ ６ ２ １ １ ６ ６ ２ ２

１５ ７ ３ １ １ ７ ７ ３ ３

１６ ８ ４ １ １ ８ ８ ４ ４

１７ ９ ５ １ １ ９ ９ ５ ５

１８ １０ ６ ２ １ １０ １０ ６ ６

１９ １１ ７ ３ １ １１ １１ ７ ７

２０ １２ ８ ４ １ １２ １２ ８ ８

２１ １３ ９ ５ １ １３ １３ ９ ９

２２ １４ １０ ６ １ １４ １４ １０ １０

２３ １５ １１ ７ １ １５ １５ １１ １１

２４ １６ １２ ８ １ １６ １６ １２ １２

２５ １７ １３ ９ １ １７ １７ １３ １３

２６ １８ １４ １０ ２ １８ １８ １４ １４

２７ １９ １５ １１ ３ １９ １９ １５ １５

２８ ２０ １６ １２ ４ ２０ ２０ １６ １６

２９ ２１ １７ １３ ５ ２１ ２１ １７ １７

３０ ２２ １８ １４ ６ ２２ ２２ １８ １８

３１ ２３ １９ １５ ７ ２３ ２３ １９ １９

３２ ２４ ２０ １６ ８ ２４ ２４ ２０ ２０

３３ ２５ ２１ １７ ９ ２５ ２５ ２１ ２１

３４ ２６ ２２ １８ １０ ２６ ２６ ２２ ２２

３５ ２７ ２３ １９ １１ ２７ ２７ ２３ ２３

３６ ２８ ２４ ２０ １２ ２８ ２８ ２４ ２４

３７ ２９ ２５ ２１ １３ ２９ ２９ ２５ ２５

３８ ３０ ２６ ２２ １４ ３０ ３０ ２６ ２６

３９ ３１ ２７ ２３ １５ ３１ ３１ ２７ ２７

４０ ３２ ２８ ２４ １６ ３２ ３２ ２８ ２８
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４１ ３３ ２９ ２５ １７ ３３ ３３ ２９ ２９

４２ ３４ ３０ ２６ １８ ３４ ３４ ３０ ２９

４３ ３５ ３１ ２７ １９ ３５ ３５ ３１ ２９

４４ ３６ ３２ ２８ ２０ ３６ ３６ ３２ ３０

４５ ３７ ３３ ２９ ２１ ３７ ３７ ３３ ３０

４６ ３８ ３４ ３０ ２２ ３８ ３８ ３４ ３０

４７ ３９ ３５ ３１ ２３ ３９ ３９ ３５ ３１

４８ ４０ ３６ ３２ ２４ ４０ ４０ ３６ ３１

４９ ４１ ３７ ３３ ２５ ４１ ４１ ３７ ３１

５０ ４２ ３８ ３４ ２６ ４２ ４２ ３８ ３２

５１ ４３ ３９ ３５ ２７ ４３ ４３ ３９ ３２

５２ ４４ ４０ ３６ ２８ ４４ ４４ ４０ ３２

５３ ４５ ４１ ３７ ２９ ４５ ４５ ４１ ３３

５４ ４６ ４２ ３８ ３０ ４６ ４６ ４２ ３３

５５ ４７ ４３ ３９ ３１ ４７ ４７ ４３ ３４

５６ ４８ ４４ ４０ ３２ ４８ ４８ ４４ ３４

５７ ４９ ４５ ４１ ３３ ４９ ４９ ４５ ３５

５８ ５０ ４６ ４２ ３４ ５０ ４９ ４６ ３５

５９ ５１ ４７ ４３ ３５ ５１ ４９ ４７ ３６

６０ ５２ ４８ ４４ ３６ ５２ ５０ ４８ ３６

６１ ５３ ４９ ４５ ３７ ５３ ５０ ４９ ３７

６２ ５４ ５０ ４６ ３８ ５４ ５０ ５０

６３ ５５ ５１ ４７ ３９ ５５ ５１ ５１

６４ ５６ ５２ ４８ ４０ ５６ ５１ ５２

６５ ５７ ５３ ４９ ４１ ５７ ５１ ５３

６６ ５８ ５４ ５０ ４２ ５８ ５２ ５３

６７ ５９ ５５ ５１ ４３ ５９ ５２ ５４

６８ ６０ ５６ ５２ ４４ ６０ ５２ ５４

６９ ６１ ５７ ５３ ４５ ６１ ５３ ５５

７０ ６２ ５８ ５４ ４５ ６２ ５４ ５５

７１ ６３ ５９ ５５ ４６ ６３ ５５ ５６

７２ ６４ ６０ ５６ ４６ ６４ ５６ ５６

７３ ６５ ６１ ５７ ４７ ６５ ５７ ５７

７４ ６６ ６２ ５８ ４７ ６６ ５８ ５８

７５ ６７ ６３ ５９ ４８ ６７ ５９ ５９

７６ ６８ ６４ ６０ ４８ ６８ ６０ ６０

７７ ６９ ６５ ６１ ４９ ６９ ６１ ６１

７８ ７０ ６６ ６２ ５０ ７０ ６２

７９ ７１ ６７ ６３ ５１ ７１ ６３

８０ ７２ ６８ ６４ ５２ ７２ ６４

８１ ７３ ６９ ６５ ５３ ７３ ６５

８２ ７４ ７０ ６６ ５４ ７４ ６５

８３ ７５ ７１ ６７ ５５ ７５ ６６

８４ ７６ ７２ ６８ ５６ ７６ ６６
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８５ ７７ ７３ ６９ ５７ ７７ ６７

８６ ７８ ７４ ６９ ５７ ７８

８７ ７９ ７５ ７０ ５８ ７９

８８ ８０ ７６ ７０ ５８ ８０

８９ ８１ ７７ ７１ ５９ ８１

９０ ８１ ７８ ７１ ５９ ８２

９１ ８２ ７９ ７２ ６０ ８３

９２ ８２ ８０ ７２ ６０ ８４

９３ ８３ ８１ ７３ ６１ ８５

９４ ８３ ８２ ７４ ６１

９５ ８４ ８３ ７５ ６１

９６ ８４ ８４ ７６ ６２

９７ ８５ ８５ ７７ ６２

９８ ８６ ８６ ７８ ６２

９９ ８７ ８７ ７９ ６３

１００ ８８ ８８ ８０ ６３

１０１ ８９ ８９ ８１ ６３

１０２ ９０ ９０ ８２ ６４

１０３ ９１ ９１ ８３ ６４

１０４ ９２ ９２ ８４ ６４

１０５ ９３ ９３ ８５ ６５

１０６ ９３ ９３ ８６ ６６

１０７ ９４ ９４ ８７ ６７

１０８ ９４ ９４ ８８ ６８

１０９ ９５ ９５ ８９ ６９

１１０ ９５ ９５ ８９ ７０

１１１ ９６ ９６ ９０ ７１

１１２ ９６ ９６ ９０ ７２

１１３ ９７ ９７ ９１ ７３

１１４ ９７ ９８ ９１ ７３

１１５ ９８ ９９ ９２ ７４

１１６ ９８ １００ ９２ ７４

１１７ ９９ １０１ ９３ ７５

１１８ ９９ １０１ ９４ ７５

１１９ １００ １０１ ９５ ７６

１２０ １００ １０２ ９６ ７６

１２１ １０１ １０２ ９７ ７７

１２２ １０１ １０２ ９８ ７８

１２３ １０２ １０３ ９９ ７９

１２４ １０２ １０３ １００ ８０

１２５ １０３ １０３ １０１ ８１

１２６ １０４ １０１

１２７ １０４ １０２

１２８ １０４ １０２
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１２９ １０５ １０３

１３０ １０３

１３１ １０４

１３２ １０４

１３３ １０５

１３４ １０６

１３５ １０７

１３６ １０８

１３７ １０９

１３８ １１０

１３９ １１１

１４０ １１２

１４１ １１３
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３ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

１０ １ １ １ １

１１ １ １ １ １

１２ １ １ １ １

１３ １ １ １ １

１４ １ １ １ １

１５ １ １ １ １

１６ １ １ １ １

１７ １ １ １ １

１８ １ １ ２ １

１９ １ １ ３ １

２０ １ １ ４ １

２１ １ １ ５ １

２２ １ １ ６ ２

２３ １ １ ７ ３

２４ １ １ ８ ４

２５ １ １ ９ ５

２６ ２ １ １０ ６

２７ ３ １ １１ ７

２８ ４ １ １２ ８

２９ ５ １ １３ ９

３０ ６ １ １４ １０

３１ ７ １ １５ １１

３２ ８ １ １６ １２

３３ ９ １ １７ １３

３４ １０ ２ １８ １４

３５ １１ ３ １９ １５

３６ １２ ４ ２０ １６

３７ １３ ５ ２１ １７

３８ １４ ６ ２２ １７

３９ １５ ７ ２３ １８

４０ １６ ８ ２４ １８
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４１ １７ ９ ２５ １９

４２ １８ １０ ２６ １９

４３ １９ １１ ２７ ２０

４４ ２０ １２ ２８ ２０

４５ ２１ １３ ２９ ２１

４６ ２２ １４ ２９ ２１

４７ ２３ １５ ３０ ２２

４８ ２４ １６ ３０ ２２

４９ ２５ １７ ３１ ２３

５０ ２５ １７ ３１ ２３

５１ ２６ １８ ３２ ２４

５２ ２６ １８ ３２ ２４

５３ ２７ １９ ３３ ２５

５４ ２７ １９ ３４ ２５

５５ ２８ ２０ ３５ ２６

５６ ２８ ２０ ３６ ２６

５７ ２９ ２１ ３７ ２７

５８ ３０ ２１ ３７ ２７

５９ ３１ ２２ ３８ ２８

６０ ３２ ２２ ３８ ２８

６１ ３３ ２３ ３９ ２９

６２ ３３ ２３ ３９ ２９

６３ ３４ ２４ ４０ ２９

６４ ３４ ２４ ４０ ３０

６５ ３５ ２５ ４１ ３０

６６ ３５ ２５ ４１ ３０

６７ ３６ ２６ ４１ ３１

６８ ３６ ２６ ４２ ３１

６９ ３７ ２７ ４２ ３１

７０ ３７ ２７ ４２ ３２

７１ ３８ ２８ ４３ ３２

７２ ３８ ２８ ４３ ３２

７３ ３９ ２９ ４３ ３３

７４ ３９ ２９ ４４

７５ ４０ ３０ ４４

７６ ４０ ３０ ４４

７７ ４１ ３１ ４５

７８ ４１ ３１ ４５

７９ ４２ ３２ ４６

８０ ４２ ３２ ４６

８１ ４３ ３３ ４７

８２ ４３ ３３ ４７

８３ ４４ ３３ ４８

８４ ４４ ３４ ４８
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８５ ４５ ３４ ４９

８６ ４６ ３４ ４９

８７ ４７ ３５ ５０

８８ ４８ ３５ ５０

８９ ４９ ３５ ５１

９０ ４９ ３６

９１ ５０ ３６

９２ ５０ ３６

９３ ５１ ３７

９４ ５１ ３７

９５ ５２ ３７

９６ ５２ ３８

９７ ５３ ３８

９８ ５４ ３８

９９ ５５ ３９

１００ ５６ ３９

１０１ ５７ ３９

１０２ ５７ ４０

１０３ ５８ ４０

１０４ ５８ ４０

１０５ ５９ ４１

１０６ ５９ ４１

１０７ ６０ ４１

１０８ ６０ ４２

１０９ ６１ ４２

１１０ ６１ ４２

１１１ ６１ ４３

１１２ ６２ ４３

１１３ ６２ ４３

１１４ ６２ ４４

１１５ ６３ ４４

１１６ ６３ ４４

１１７ ６３ ４５

１１８ ６４ ４５

１１９ ６４ ４６

１２０ ６４ ４６

１２１ ６５ ４７
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４ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ １ １ １

１５ １ １ １

１６ １ １ １

１７ １ １ １

１８ １ ２ １

１９ １ ３ １

２０ １ ４ １

２１ １ ５ １

２２ ２ ６ １

２３ ３ ７ １

２４ ４ ８ １

２５ ５ ９ １

２６ ６ １０ ２

２７ ７ １１ ３

２８ ８ １２ ４

２９ ９ １３ ５

３０ １０ １４ ６

３１ １１ １５ ７

３２ １２ １６ ８

３３ １３ １７ ９

３４ １４ １８ １０

３５ １５ １９ １１

３６ １６ ２０ １２

３７ １７ ２１ １３

３８ １８ ２２ １４

３９ １９ ２３ １５

４０ ２０ ２４ １６
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４１ ２１ ２５ １７

４２ ２２ ２６ １８

４３ ２３ ２７ １９

４４ ２４ ２８ ２０

４５ ２５ ２９ ２１

４６ ２６ ３０ ２２

４７ ２７ ３１ ２３

４８ ２８ ３２ ２４

４９ ２９ ３３ ２５

５０ ２９ ３４ ２６

５１ ２９ ３５ ２７

５２ ３０ ３６ ２８

５３ ３０ ３７ ２９

５４ ３０ ３７ ３０

５５ ３１ ３８ ３１

５６ ３１ ３８ ３２

５７ ３１ ３９ ３３

５８ ３２ ３９ ３４

５９ ３２ ４０ ３５

６０ ３２ ４０ ３６

６１ ３３ ４１ ３７

６２ ３３ ４１ ３７

６３ ３４ ４２ ３８

６４ ３４ ４２ ３８

６５ ３５ ４３ ３９

６６ ４３ ３９

６７ ４４ ４０

６８ ４４ ４０

６９ ４５ ４１

７０ ４５ ４１

７１ ４５ ４２

７２ ４６ ４２

７３ ４６ ４３

７４ ４６ ４３

７５ ４７ ４４

７６ ４７ ４４

７７ ４７ ４５

７８ ４８ ４５

７９ ４８ ４６

８０ ４８ ４６

８１ ４９ ４７

８２ ４９ ４７

８３ ４９ ４８

８４ ５０ ４８
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８５ ５０ ４９

８６ ５０ ４９

８７ ５１ ５０

８８ ５１ ５０

８９ ５１ ５１

９０ ５２

９１ ５２

９２ ５２

９３ ５３

９４ ５３

９５ ５４

９６ ５４

９７ ５５
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５ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １

１０ １ １ １ １ １ １

１１ １ １ １ １ １ １

１２ １ １ １ １ １ １

１３ １ １ １ １ １ １

１４ １ １ ２ １ １ １

１５ １ １ ３ １ １ １

１６ １ １ ４ １ １ １

１７ １ １ ５ １ １ １

１８ １ ２ ６ ２ ２ ２

１９ １ ３ ７ ３ ３ ３

２０ １ ４ ８ ４ ４ ４

２１ １ ５ ９ ５ ５ ５

２２ ２ ６ １０ ６ ６ ６

２３ ３ ７ １１ ７ ７ ７

２４ ４ ８ １２ ８ ８ ８

２５ ５ ９ １３ ９ ９ ９

２６ ６ １０ １４ １０ １０ １０

２７ ７ １１ １５ １１ １１ １１

２８ ８ １２ １６ １２ １２ １２

２９ ９ １３ １７ １３ １３ １３

３０ １０ １４ １８ １４ １４ １４

３１ １１ １５ １９ １５ １５ １５

３２ １２ １６ ２０ １６ １６ １６

３３ １３ １７ ２１ １７ １７ １７

３４ １４ １８ ２２ １８ １８ １８

３５ １５ １９ ２３ １９ １９ １９

３６ １６ ２０ ２４ ２０ ２０ ２０

３７ １７ ２１ ２５ ２１ ２１ ２１

３８ １８ ２２ ２６ ２２ ２２ ２１

３９ １９ ２３ ２７ ２３ ２３ ２２

４０ ２０ ２４ ２８ ２４ ２４ ２２
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４１ ２１ ２５ ２９ ２５ ２５ ２３

４２ ２２ ２６ ３０ ２６ ２６ ２３

４３ ２３ ２７ ３１ ２７ ２７ ２４

４４ ２４ ２８ ３２ ２８ ２８ ２４

４５ ２５ ２９ ３３ ２９ ２９ ２５

４６ ２６ ３０ ３４ ３０ ３０ ２５

４７ ２７ ３１ ３５ ３１ ３１ ２５

４８ ２８ ３２ ３６ ３２ ３２ ２６

４９ ２９ ３３ ３７ ３３ ３３ ２６

５０ ２９ ３４ ３８ ３３ ３３ ２６

５１ ３０ ３５ ３９ ３４ ３４ ２７

５２ ３０ ３６ ４０ ３４ ３４ ２７

５３ ３１ ３７ ４１ ３５ ３５ ２７

５４ ３１ ３８ ４２ ３５ ３５ ２８

５５ ３２ ３９ ４３ ３６ ３６ ２８

５６ ３２ ４０ ４４ ３６ ３６ ２８

５７ ３３ ４１ ４５ ３７ ３７ ２９

５８ ３４ ４２ ４６ ３８ ３７ ２９

５９ ３５ ４３ ４７ ３９ ３７ ３０

６０ ３６ ４４ ４８ ４０ ３８ ３０

６１ ３７ ４５ ４９ ４１ ３８ ３１

６２ ３７ ４６ ５０ ４１ ３８ ３１

６３ ３８ ４７ ５１ ４１ ３９ ３２

６４ ３８ ４８ ５２ ４２ ３９ ３２

６５ ３９ ４９ ５３ ４２ ３９ ３３

６６ ３９ ５０ ５４ ４２ ４０

６７ ４０ ５１ ５５ ４３ ４０

６８ ４０ ５２ ５６ ４３ ４０

６９ ４１ ５３ ５７ ４３ ４１

７０ ４１ ５３ ５８ ４４ ４１

７１ ４２ ５４ ５９ ４４ ４２

７２ ４２ ５４ ６０ ４４ ４２

７３ ４３ ５５ ６１ ４５ ４３

７４ ４３ ５５ ６１ ４５ ４３

７５ ４４ ５６ ６２ ４５ ４４

７６ ４４ ５６ ６２ ４５ ４４

７７ ４５ ５７ ６３ ４６ ４５

７８ ４５ ５７ ６３ ４６ ４５

７９ ４５ ５８ ６４ ４６ ４６

８０ ４６ ５８ ６４ ４６ ４６

８１ ４６ ５９ ６５ ４７ ４７

８２ ４６ ５９ ６５ ４７ ４７

８３ ４７ ６０ ６６ ４７ ４８

８４ ４７ ６０ ６６ ４７ ４８
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８５ ４７ ６１ ６７ ４８ ４９

８６ ６１ ６７ ４８

８７ ６１ ６８ ４８

８８ ６１ ６８ ４８

８９ ６１ ６９ ４９

９０ ６２ ７０ ４９

９１ ６２ ７１ ４９

９２ ６２ ７２ ５０

９３ ６２ ７３ ５０

９４ ６２ ７３ ５０

９５ ６３ ７４ ５１

９６ ６３ ７４ ５１

９７ ６３ ７５ ５１

９８ ６３ ７５ ５２

９９ ６３ ７６ ５２

１００ ６４ ７６ ５２

１０１ ６４ ７７ ５３

１０２ ６４ ７７ ５３

１０３ ６４ ７８ ５４

１０４ ６４ ７８ ５４

１０５ ６５ ７９ ５５

１０６ ７９

１０７ ８０

１０８ ８０

１０９ ８１

１１０ ８１

１１１ ８２

１１２ ８２

１１３ ８３
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６ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １

１０ １ １ １ １ １ １

１１ １ １ １ １ １ １

１２ １ １ １ １ １ １

１３ １ １ １ １ １ １

１４ １ １ ２ １ １ １

１５ １ １ ３ １ １ １

１６ １ １ ４ １ １ １

１７ １ １ ５ １ １ １

１８ ２ １ ６ ２ １ ２

１９ ３ １ ７ ３ １ ３

２０ ４ １ ８ ４ １ ４

２１ ５ １ ９ ５ １ ５

２２ ６ １ １０ ６ ２ ６

２３ ７ １ １１ ７ ３ ７

２４ ８ １ １２ ８ ４ ８

２５ ９ １ １３ ９ ５ ９

２６ １０ ２ １４ １０ ６ １０

２７ １１ ３ １５ １１ ７ １１

２８ １２ ４ １６ １２ ８ １２

２９ １３ ５ １７ １３ ９ １３

３０ １４ ６ １８ １４ １０ １４

３１ １５ ７ １９ １５ １１ １５

３２ １６ ８ ２０ １６ １２ １６

３３ １７ ９ ２１ １７ １３ １７

３４ １８ １０ ２２ １８ １４ １８

３５ １９ １１ ２３ １９ １５ １９

３６ ２０ １２ ２４ ２０ １６ ２０

３７ ２１ １３ ２５ ２１ １７ ２１

３８ ２２ １４ ２６ ２２ １８ ２２

３９ ２３ １５ ２７ ２３ １９ ２３

４０ ２４ １６ ２８ ２４ ２０ ２４
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４１ ２５ １７ ２９ ２５ ２１ ２５

４２ ２６ １８ ３０ ２６ ２２ ２６

４３ ２７ １９ ３１ ２７ ２３ ２７

４４ ２８ ２０ ３２ ２８ ２４ ２８

４５ ２９ ２１ ３３ ２９ ２５ ２９

４６ ３０ ２２ ３４ ３０ ２６ ３０

４７ ３１ ２３ ３５ ３１ ２７ ３１

４８ ３２ ２４ ３６ ３２ ２８ ３２

４９ ３３ ２５ ３７ ３３ ２９ ３３

５０ ３４ ２６ ３８ ３４ ２９ ３４

５１ ３５ ２７ ３９ ３５ ３０ ３５

５２ ３６ ２８ ４０ ３６ ３０ ３６

５３ ３７ ２９ ４１ ３７ ３１ ３７

５４ ３８ ３０ ４２ ３８ ３１ ３８

５５ ３９ ３１ ４３ ３９ ３２ ３９

５６ ４０ ３２ ４４ ４０ ３２ ４０

５７ ４１ ３３ ４５ ４１ ３３ ４１

５８ ４２ ３４ ４６ ４２ ３３ ４１

５９ ４３ ３５ ４７ ４３ ３４ ４２

６０ ４４ ３６ ４８ ４４ ３４ ４２

６１ ４５ ３７ ４９ ４５ ３５ ４３

６２ ４６ ３８ ５０ ４６ ３５ ４３

６３ ４７ ３９ ５１ ４７ ３６ ４４

６４ ４８ ４０ ５２ ４８ ３６ ４４

６５ ４９ ４１ ５３ ４９ ３７ ４５

６６ ５０ ４２ ５４ ５０ ３７ ４６

６７ ５１ ４３ ５５ ５１ ３８ ４７

６８ ５２ ４４ ５６ ５２ ３８ ４８

６９ ５３ ４５ ５７ ５３ ３９ ４９

７０ ５４ ４６ ５８ ５３ ３９

７１ ５５ ４７ ５９ ５４ ４０

７２ ５６ ４８ ６０ ５４ ４０

７３ ５７ ４９ ６１ ５５ ４１

７４ ５８ ５０ ６２ ５５ ４１

７５ ５９ ５１ ６３ ５６ ４１

７６ ６０ ５２ ６４ ５６ ４２

７７ ６１ ５３ ６５ ５７ ４２

７８ ６２ ５４ ６６ ５８ ４２

７９ ６３ ５５ ６７ ５９ ４３

８０ ６４ ５６ ６８ ６０ ４３

８１ ６５ ５７ ６９ ６１ ４３

８２ ６５ ５８ ７０ ６１ ４４

８３ ６６ ５９ ７１ ６２ ４４

８４ ６６ ６０ ７２ ６２ ４４
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８５ ６７ ６１ ７３ ６３ ４５

８６ ６７ ６２ ７４ ６３ ４５

８７ ６８ ６３ ７５ ６４ ４５

８８ ６８ ６４ ７６ ６４ ４６

８９ ６９ ６５ ７７ ６５ ４６

９０ ７０ ６６ ７８ ６５ ４６

９１ ７１ ６７ ７９ ６６ ４７

９２ ７２ ６８ ８０ ６６ ４７

９３ ７３ ６９ ８１ ６７ ４７

９４ ７４ ７０ ８２ ６７

９５ ７５ ７１ ８３ ６８

９６ ７６ ７２ ８４ ６８

９７ ７７ ７３ ８５ ６９

９８ ７７ ７４ ８５ ７０

９９ ７８ ７５ ８６ ７１

１００ ７８ ７６ ８６ ７２

１０１ ７９ ７７ ８７ ７３

１０２ ７９ ７８ ８７ ７３

１０３ ８０ ７９ ８８ ７４

１０４ ８０ ８０ ８８ ７４

１０５ ８１ ８１ ８９ ７５

１０６ ８１ ８１ ９０ ７５

１０７ ８１ ８１ ９１ ７６

１０８ ８２ ８２ ９２ ７６

１０９ ８２ ８２ ９３ ７７

１１０ ８２ ８２ ９４ ７８

１１１ ８３ ８３ ９５ ７９

１１２ ８３ ８３ ９６ ８０

１１３ ８３ ８３ ９７ ８１

１１４ ８４ ８４ ９８

１１５ ８４ ８４ ９９

１１６ ８４ ８４ １００

１１７ ８５ ８５ １０１

１１８ ８５ ８５ １０１

１１９ ８５ ８５ １０２

１２０ ８５ ８６ １０２

１２１ ８６ ８６ １０３

１２２ ８６ ８６ １０３

１２３ ８６ ８７ １０４

１２４ ８６ ８７ １０４

１２５ ８７ ８７ １０５

１２６ ８７ ８８

１２７ ８７ ８８

１２８ ８７ ８８
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１２９ ８８ ８９

１３０ ８８ ８９

１３１ ８８ ８９

１３２ ８８ ９０

１３３ ８９ ９０

１３４ ８９ ９０

１３５ ８９ ９１

１３６ ９０ ９１

１３７ ９０ ９１

１３８ ９０ ９２

１３９ ９１ ９２

１４０ ９１ ９２

１４１ ９１ ９３

１４２ ９２ ９３

１４３ ９２ ９３

１４４ ９２ ９４

１４５ ９３ ９４

１４６ ９３ ９４

１４７ ９３ ９５

１４８ ９３ ９５

１４９ ９４ ９５

１５０ ９４ ９６

１５１ ９４ ９６

１５２ ９４ ９６

１５３ ９５ ９７

１５４ ９５

１５５ ９５

１５６ ９５

１５７ ９６

１５８ ９６

１５９ ９６

１６０ ９６

１６１ ９７

１６２ ９７

１６３ ９７

１６４ ９８

１６５ ９８

１６６ ９８

１６７ ９９

１６８ ９９

１６９ ９９
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７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ ２ １ １

１１ ３ １ １

１２ ４ １ １

１３ ５ １ １

１４ ６ １ １

１５ ７ １ １

１６ ８ １ １

１７ ９ １ １

１８ １０ １ １

１９ １１ １ １

２０ １２ １ １

２１ １３ １ １

２２ １４ １ １

２３ １５ １ １

２４ １６ １ １

２５ １７ １ １

２６ １８ １ １

２７ １９ １ １

２８ ２０ １ １

２９ ２１ １ １

３０ ２２ １ １

３１ ２３ １ １

３２ ２４ １ １

３３ ２５ １ １

３４ ２６ １ １

３５ ２７ １ １

３６ ２８ １ １

３７ ２９ １ １

３８ ３０ １ １

３９ ３１ １ １

４０ ３２ １ １

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号外１

３０



４１ ３３ １ １

４２ ３４ １ １

４３ ３５ １ １

４４ ３６ １ １

４５ ３７ １ １

４６ ３８ １ １

４７ ３９ １ １

４８ ４０ １ １

４９ ４１ １ １

５０ ４１ ２ １

５１ ４２ ３ １

５２ ４２ ４ １

５３ ４３ ５ １

５４ ４３ ６ １

５５ ４４ ７ １

５６ ４４ ８ １

５７ ４５ ９ １

５８ ４６ １０ ２

５９ ４７ １１ ３

６０ ４８ １２ ４

６１ ４９ １３ ５

６２ ４９ １４ ６

６３ ５０ １５ ７

６４ ５０ １６ ８

６５ ５１ １７ ９

６６ ５１ １８ １０

６７ ５２ １９ １１

６８ ５２ ２０ １２

６９ ５３ ２１ １３

７０ ５３ ２２ １４

７１ ５４ ２３ １５

７２ ５４ ２４ １６

７３ ５５ ２５ １７

７４ ５５ ２６ １８

７５ ５６ ２７ １９

７６ ５６ ２８ ２０

７７ ５７ ２９ ２１

７８ ５７ ３０ ２２

７９ ５８ ３１ ２３

８０ ５８ ３２ ２４

８１ ５９ ３３ ２５

８２ ５９ ３４ ２５

８３ ６０ ３５ ２６

８４ ６０ ３６ ２６
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８５ ６１ ３７ ２７

８６ ６１ ３８ ２７

８７ ６１ ３９ ２８

８８ ６２ ４０ ２８

８９ ６２ ４１ ２９

９０ ６２ ４２ ２９

９１ ６３ ４３ ３０

９２ ６３ ４４ ３０

９３ ６３ ４５ ３１

９４ ６４ ４６

９５ ６４ ４７

９６ ６４ ４８

９７ ６５ ４９

９８ ６５ ５０

９９ ６５ ５１

１００ ６５ ５２

１０１ ６６ ５３

１０２ ６６ ５４

１０３ ６６ ５５

１０４ ６６ ５６

１０５ ６７ ５７

１０６ ６７ ５８

１０７ ６７ ５９

１０８ ６７ ６０

１０９ ６８ ６１

１１０ ６８ ６１

１１１ ６８ ６２

１１２ ６８ ６２

１１３ ６９ ６３

１１４ ６９ ６３

１１５ ６９ ６４

１１６ ６９ ６４

１１７ ７０ ６５

１１８ ７０ ６６

１１９ ７０ ６７

１２０ ７０ ６８

１２１ ７１ ６９

１２２ ７１ ６９

１２３ ７１ ７０

１２４ ７１ ７０

１２５ ７２ ７１

１２６ ７１

１２７ ７２

１２８ ７２

愛 媛 県 報平成１８年３月１４日 第１７４２号外１

３２



１２９ ７３

１３０ ７３

１３１ ７４

１３２ ７４

１３３ ７５

１３４ ７５

１３５ ７６

１３６ ７６

１３７ ７７

１３８ ７７

１３９ ７８

１４０ ７８

１４１ ７９

１４２ ７９

１４３ ８０

１４４ ８０

１４５ ８１

１４６ ８１

１４７ ８２

１４８ ８２

１４９ ８３
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８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ １ １ １

１５ １ １ １

１６ １ １ １

１７ １ １ １

１８ １ １ １

１９ １ １ １

２０ １ １ １

２１ １ １ １

２２ ２ １ １

２３ ３ １ １

２４ ４ １ １

２５ ５ １ １

２６ ６ １ １

２７ ７ １ １

２８ ８ １ １

２９ ９ １ １

３０ １０ １ １

３１ １１ １ １

３２ １２ １ １

３３ １３ １ １

３４ １４ １ １

３５ １５ １ １

３６ １６ １ １

３７ １７ １ １

３８ １８ １ １

３９ １９ １ １

４０ ２０ １ １
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４１ ２１ １ １

４２ ２２ １ ２

４３ ２３ １ ３

４４ ２４ １ ４

４５ ２５ １ ５

４６ ２６ １ ６

４７ ２７ １ ７

４８ ２８ １ ８

４９ ２９ １ ９

５０ ３０ １ １０

５１ ３１ １ １１

５２ ３２ １ １２

５３ ３３ １ １３

５４ ３３ ２ １４

５５ ３４ ３ １５

５６ ３４ ４ １６

５７ ３５ ５ １７

５８ ３５ ６ １８

５９ ３６ ７ １９

６０ ３６ ８ ２０

６１ ３７ ９ ２１

６２ ３７ １０ ２２

６３ ３８ １１ ２３

６４ ３８ １２ ２４

６５ ３９ １３ ２５

６６ ３９ １４ ２６

６７ ４０ １５ ２７

６８ ４０ １６ ２８

６９ ４１ １７ ２９

７０ ４２ １８ ３０

７１ ４３ １９ ３１

７２ ４４ ２０ ３２

７３ ４５ ２１ ３３

７４ ４５ ２２ ３４

７５ ４６ ２３ ３５

７６ ４６ ２４ ３６

７７ ４７ ２５ ３７

７８ ４７ ２６

７９ ４８ ２７

８０ ４８ ２８

８１ ４９ ２９

８２ ４９ ３０

８３ ４９ ３１

８４ ５０ ３２
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８５ ５０ ３３

８６ ５０ ３４

８７ ５１ ３５

８８ ５１ ３６

８９ ５１ ３７

９０ ５２ ３８

９１ ５２ ３９

９２ ５２ ４０

９３ ５３ ４１

９４ ５３ ４２

９５ ５４ ４３

９６ ５４ ４４

９７ ５５ ４５

９８ ５５ ４６

９９ ５６ ４７

１００ ５６ ４８

１０１ ５７ ４９

１０２ ５７ ４９

１０３ ５８ ５０

１０４ ５８ ５０

１０５ ５９ ５１

１０６ ５９ ５１

１０７ ６０ ５２

１０８ ６０ ５２

１０９ ６１ ５３

１１０ ６１ ５３

１１１ ６１ ５４

１１２ ６１ ５４

１１３ ６２ ５５

１１４ ６２ ５５

１１５ ６２ ５６

１１６ ６２ ５６

１１７ ６３ ５７

１１８ ６３ ５７

１１９ ６３ ５８

１２０ ６３ ５８

１２１ ６４ ５９

１２２ ６４ ５９

１２３ ６４ ６０

１２４ ６４ ６０

１２５ ６５ ６１

１２６ ６５ ６１

１２７ ６５ ６１

１２８ ６５ ６１
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１２９ ６５ ６２

１３０ ６５ ６２

１３１ ６５ ６２

１３２ ６６ ６２

１３３ ６６ ６３

１３４ ６６ ６３

１３５ ６６ ６３

１３６ ６６ ６３

１３７ ６６ ６４

１３８ ６６

１３９ ６７

１４０ ６７

１４１ ６７

１４２ ６７

１４３ ６７

１４４ ６７

１４５ ６７

１４６ ６８

１４７ ６８

１４８ ６８

１４９ ６８

１５０ ６８

１５１ ６８

１５２ ６８

１５３ ６９
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９ 大学教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ １ ２ １

１５ １ ３ １

１６ １ ４ １

１７ １ ５ １

１８ １ ６ １

１９ １ ７ １

２０ １ ８ １

２１ １ ９ １

２２ ２ １０ １

２３ ３ １１ １

２４ ４ １２ １

２５ ５ １３ １

２６ ６ １４ １

２７ ７ １５ １

２８ ８ １６ １

２９ ９ １７ １

３０ １０ １８ ２

３１ １１ １９ ３

３２ １２ ２０ ４

３３ １３ ２１ ５

３４ １４ ２２ ６

３５ １５ ２３ ７

３６ １６ ２４ ８

３７ １７ ２５ ９

３８ １８ ２６ １０

３９ １９ ２７ １１

４０ ２０ ２８ １２
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４１ ２１ ２９ １３

４２ ２２ ３０ １４

４３ ２３ ３１ １５

４４ ２４ ３２ １６

４５ ２５ ３３ １７

４６ ２６ ３４ １８

４７ ２７ ３５ １９

４８ ２８ ３６ ２０

４９ ２９ ３７ ２１

５０ ３０ ３８ ２１

５１ ３１ ３９ ２２

５２ ３２ ４０ ２２

５３ ３３ ４１ ２３

５４ ３３ ４１ ２３

５５ ３３ ４２ ２４

５６ ３４ ４２ ２４

５７ ３４ ４３ ２５

５８ ３４ ４３ ２５

５９ ３５ ４４ ２５

６０ ３５ ４４ ２６

６１ ３５ ４５ ２６

６２ ３６ ４６ ２６

６３ ３６ ４７ ２７

６４ ３６ ４８ ２７

６５ ３７ ４９ ２７

６６ ３７ ５０ ２８

６７ ３８ ５１ ２８

６８ ３８ ５２ ２８

６９ ３９ ５３ ２９

７０ ３９ ５４ ２９

７１ ４０ ５５ ３０

７２ ４０ ５６ ３０

７３ ４１ ５７ ３１

７４ ４１ ５７ ３１

７５ ４２ ５８ ３２

７６ ４２ ５８ ３２

７７ ４３ ５９ ３３

７８ ４３ ５９ ３３

７９ ４４ ６０ ３３

８０ ４４ ６０ ３４

８１ ４５ ６１ ３４

８２ ４５ ６１ ３４

８３ ４６ ６２ ３５

８４ ４６ ６２ ３５
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８５ ４７ ６３ ３５

８６ ４７ ６３ ３６

８７ ４８ ６４ ３６

８８ ４８ ６４ ３６

８９ ４９ ６５ ３７

９０ ４９ ６５

９１ ４９ ６６

９２ ４９ ６６

９３ ５０ ６７

９４ ５０ ６７

９５ ５０ ６８

９６ ５０ ６８

９７ ５１ ６９

９８ ５１ ６９

９９ ５１ ７０

１００ ５１ ７０

１０１ ５２ ７１

１０２ ５２ ７１

１０３ ５２ ７２

１０４ ５２ ７２

１０５ ５３ ７３

１０６ ５３

１０７ ５３

１０８ ５４

１０９ ５４

１１０ ５４

１１１ ５５

１１２ ５５

１１３ ５５

１１４ ５６

１１５ ５６

１１６ ５６

１１７ ５７

１１８ ５７

１１９ ５７

１２０ ５７

１２１ ５８

１２２ ５８

１２３ ５８

１２４ ５８

１２５ ５９

１２６ ５９

１２７ ５９

１２８ ５９
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１２９ ６０
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

１７年愛媛県条例第８８号。以下「改正条例」という。）附則

第２項の規定によりその者の平成１８年４月１日（以下「切

替日」という。）における職務の級を定められた職員（以

下「改正条例附則第２項適用職員」という。）のうち、次

の各号に掲げる職員に対する改正後の職員の初任給、昇格

、昇給等に関する規則（以下「新規則」という。）別表第

１１及び別表第１２の級別資格基準表の適用については、当該

各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた

職務の級に在級する期間に通算する。

� 切替日の前日においてその者が属していた職務の級（

以下この項において「旧級」という。）が行政職給料表

の２級であった職員 旧級及び旧級の１級下位の職務の

級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

� 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日ま

で引き続き在職していた期間

３ 改正条例附則第２項適用職員に係る切替日以後の職務の

級の１級上位の職務の級への昇格（切替日から平成１９年３

月３１日までの間における新規則第１９条の規定によるものに

限る。）については、同条第３項中「現に属する職務の級

に１年以上」とあるのは、「平成１８年３月３１日においてそ

の者が属していた職務の級（以下この項において「旧級」

という。）が行政職給料表の２級若しくは５級又は公安職

給料表の５級（以下この項において「特定の職務の級」と

いう。）であつた職員にあつては、旧級及び旧級の１級下

位の職務の級並びに職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第２項の規

定により定められた職務の級（以下この項において「新級

」という。）に通算１年以上、旧級が同条例附則別表第１

の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外

のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算１年

以上」とする。

（切替日における昇格又は降格の特例）

４ 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇

格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受け

ることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみな

して新規則第２２条又は第２３条の規定を適用する。

�������
�愛媛県人事委員会規則７－１０２３
管理職手当に関する規則及び教育職員の管理職手当に関す

る規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

管理職手当に関する規則及び教育職員の管理職手当に

関する規則の一部を改正する規則

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第１条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

－６８）の一部を次のように改正する。

本則に次の１条を加える。

第３条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定による給料を支給される職員に関する前条の規

定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、

「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第

９項までの規定による給料の額との合計額」とする。

（教育職員の管理職手当に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－３９０）の一部を次のように改正する。

本則に次の１条を加える。

第３条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定による給料を支給される教育職員に関する前条

の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるの

は、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項か

ら第９項までの規定による給料の額との合計額」とする

。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則７－１０２４
初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正す

る規則

初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－１５５）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第３号から第５号までを次のように改める。

� 前２号に掲げる職以外の職で職員給与条例第９条の２

第１項前段の人事委員会規則で定める地域以外の地域に

所在する公署に置かれるもの又は同条の規定による地域

手当の級地が５級地若しくは６級地とされる地域に所在

する公署に置かれる職

� 職員給与条例第９条の２の規定による地域手当の級地

が４級地とされる地域に所在する公署に置かれる職

� 職員給与条例第９条の２の規定による地域手当の級地

が１級地、２級地又は３級地とされる地域に所在する公

署に置かれる職

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則７－１０２５
義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会
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委員長 稲 瀬 道 和

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正す

る規則

義務教育等教員特別手当に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－４７１）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「、職務の級の最高の号給を超える給料月

額を受ける教育職員であるときは、その者の属する職務の級

及びその級の最高の号給とし」を削る。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第２条関係）

中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける者

職員
の区
分

職務の級

号給
１級 ２級 ３級 ４級

円 円 円 円

１～ ４ ５，０００ ５，４００ １０，７００ １７，１００

５～ ８ ５，２００ ５，７００ １１，１００ １７，５００

９～１２ ５，４００ ６，０００ １１，５００ １７，９００

１３～１６ ５，６００ ６，３００ １２，４００ １８，３００

１７～２０ ５，９００ ６，６００ １２，８００ １８，７００

２１～２４ ６，２００ ７，０００ １３，２００ １９，０００

２５～２８ ６，５００ ７，３００ １３，６００ １９，４００

２９～３２ ６，８００ ７，６００ １４，０００ １９，６００

３３～３６ ７，１００ ７，９００ １４，４００ １９，９００

３７～４０ ７，４００ ８，３００ １４，８００ ２０，２００

４１～４４ ７，７００ ８，９００ １５，１００

４５～４８ ８，０００ ９，３００ １５，５００

４９～５２ ８，３００ ９，７００ １５，９００

５３～５６ ８，６００ １０，５００ １６，３００

５７～６０ ８，８００ １０，９００ １６，７００

再任 ６１～６４ ９，１００ １１，３００ １７，１００

用教 ６５～６８ ９，４００ １２，１００ １７，４００

育職 ６９～７２ ９，７００ １２，５００ １７，７００

員以 ７３～７６ ９，９００ １２，９００ １８，０００

外の ７７～８０ １０，２００ １３，３００ １８，３００

教育 ８１～８４ １０，４００ １３，７００ １８，５００

職員 ８５～８８ １０，６００ １４，０００ １８，７００

８９～９２ １０，８００ １４，４００ １８，９００

９３～９６ １１，０００ １４，７００ １９，１００

９７～１００ １１，２００ １５，０００

１０１～１０４ １１，４００ １５，４００

１０５～１０８ １１，５００ １５，７００

１０９～１１２ １１，６００ １６，０００

１１３～１１６ １１，７００ １６，３００

１１７～１２０ １１，９００ １６，５００

１２１～１２４ １２，０００ １６，８００

１２５～１２８ １２，１００ １７，０００

１２９～１３２ １７，２００

１３３～１３６ １７，４００

１３７～１４０ １７，６００

１４１～１４４ １７，７００

１４５～１４８ １７，８００

１４９ １７，９００

再任
用教
育職
員

８，０００ ９，７００ １２，８００ １６，３００

別表第２（第２条関係）

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者

職員
の区
分

職務の級

号給
１級 ２級 ３級 ４級

円 円 円 円

１～ ４ ５，０００ ６，３００ １２，８００ １７，１００

５～ ８ ５，２００ ６，６００ １３，２００ １７，５００

９～１２ ５，４００ ７，０００ １３，６００ １７，９００

１３～１６ ５，６００ ７，３００ １４，０００ １８，３００

１７～２０ ５，９００ ７，６００ １４，４００ １８，７００

２１～２４ ６，２００ ７，９００ １４，８００ １９，０００

２５～２８ ６，５００ ８，３００ １５，１００ １９，４００

２９～３２ ６，８００ ８，９００ １５，５００ １９，６００

３３～３６ ７，１００ ９，３００ １５，９００ １９，９００

３７～４０ ７，４００ ９，７００ １６，３００ ２０，２００

４１～４４ ７，７００ １０，５００ １６，７００

４５～４８ ８，０００ １０，９００ １７，１００

４９～５２ ８，３００ １１，３００ １７，４００

５３～５６ ８，６００ １２，１００ １７，７００

５７～６０ ８，８００ １２，５００ １８，０００

再任 ６１～６４ ９，１００ １２，９００ １８，３００

用教 ６５～６８ ９，４００ １３，３００ １８，５００

育職 ６９～７２ ９，７００ １３，７００ １８，７００

員以 ７３～７６ ９，９００ １４，０００ １８，９００

外の ７７～８０ １０，２００ １４，４００ １９，１００

教育 ８１～８４ １０，４００ １４，７００

職員 ８５～８８ １０，６００ １５，０００

８９～９２ １０，８００ １５，４００

９３～９６ １１，０００ １５，７００

９７～１００ １１，２００ １６，０００

１０１～１０４ １１，４００ １６，３００

１０５～１０８ １１，５００ １６，５００

１０９～１１２ １１，６００ １６，８００

１１３～１１６ １１，７００ １７，０００

１１７～１２０ １１，９００ １７，２００

１２１～１２４ １２，０００ １７，４００

１２５～１２８ １２，１００ １７，６００
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

１２９～１３２ １２，３００ １７，７００

１３３～１３６ １２，４００ １７，８００

１３７～１４０ １２，５００ １７，９００

１４１～１４４ １２，６００

１４５～１４８ １２，８００

１４９～１５２ １２，９００

１５３ １３，０００

再任
用教
育職
員

８，０００ ９，７００ １２，８００ １６，３００

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則７－１０２６
地域手当に関する規則を次のように定める。

平成１８年３月１４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

地域手当に関する規則

調整手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３６２）

の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７

号。以下「条例」という。）第９条の２の規定による地域

手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則

の定めるところによる。

（支給地域及び級地）

第２条 条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める地

域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第３項の地域手当

の級地は、当該各号に定める級地とする。

� 東京都特別区 １級地

� 大阪府大阪市 ２級地

（端数計算）

第３条 条例第９条の２第２項又は第９条の３の規定による

地域手当の月額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額をもって、当該地域手当の月額とする。条

例第１８条、第１９条第４項及び第５項（条例第１９条の４第４

項で準用する場合を含む。）並びに第１９条の４第３項に規

定する地域手当の月額に１円未満の端数があるときも、同

様とする。

（雑則）

第４条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要

な事項は、人事委員会が定める。

附 則

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 平成２２年３月３１日までの間における条例第９条の２第２

項各号の人事委員会規則で定める割合は、次の表のとおり

とし、同日までの間における条例第９条の３の人事委員会

規則で定める割合は、１００分の１１とする。

支給割合 支給地域

１００分の１３ 東京都特別区

１００分の１１ 大阪府大阪市

平成１８年３月１４日 印刷
平成１８年３月１４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４４
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